
）

　学校教育関係事務及び事業については、引き続き教職員の資質の向上や施設の整備に努め、教育環境の充実を図ることを基本に、次の区分により調整する。 【調整方針確認日】

（１）現行のとおり新町に引き継ぐもの。

（２）合併時までに調整するもの。

（３）新町において調整するもの。

施設整備計画の策定 小中学校校舎耐震診断の実施予定 小中学校校舎耐震診断の実施予定 小中学校校舎耐震診断の実施予定 ・小中学校は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

・伊方小学校 １６年度 ・三机小学校 １６年度 ・三崎小学校 １６年度 ・施設整備計画は、耐震診断の結果を受けて、

・豊之浦小学校 １６年度 　 　 ・二名津小学校 １７年度 新町において策定するものとする。

・二見小学校 １６年度 　 　 ・二名津中学校 １７年度

・伊方中学校 １６年度 　 　 ・串中学校 １７年度

通学バス運行業務 ・事業概要 ・事業概要 ・事業概要 ・現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において

運行路線　　５路線 運行路線　　　　６路線 運行路線　　　　４路線 調整する。

伊方サービスに運行業務を委託 運転手　　６名雇用（臨時雇用） 町内タクシー業者に運行業務を委託

一部路線については、総務課で対応 賃金については、教委支出 委託料については、教委一括

通学関係費の補助 遠距離通学費の補助 通学靴購入費の補助 ※未実施 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

・伊方中学校に通学する豊之浦地区の ・瀬戸中学校に徒歩で通学する三机地区

生徒に対して通学補助を行っている。 及び塩成地区の生徒に対し、通学靴の

・補助の内容としては、バス定期代金の 購入費の補助を行っている。

全額を補助（定期券を支給） ・補助の内容は、１人あたり６千円

要保護、準要保護児童 事業の目的 事業の目的 事業の目的 ・合併までに、伊方町の制度をもとに調整する。

生徒の就学援助 ・児童、生徒の家庭が経済的理由により ・児童、生徒の家庭が経済的理由により ・児童、生徒の家庭が経済的理由により

就学困難と認められる場合に、学校必要 就学困難と認められる場合に、学校必要 就学困難と認められる場合に、学校必要

経費の一部を補助し、就学を支援する。 経費の一部を補助し、就学を支援する。 経費の一部を補助し、就学を支援する。

・国の補助事業に準じて実施している。 ・国の補助事業に準じて実施している。 ・国の補助事業に準じて実施している。

具体的な調整方法

学校教育事業関 係 項 目

平成 １５ 年 ９ 月 ２９ 日

文教部会

平成15年11月4日

伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会　項目別調整内容 幹事会承認 平成 １５ 年 ９ 月 ２２ 日 合併協議会提案

（項目 ＮＯ.２２－ ④

学校教育関係事務及び事業

協議項目（番号） 　各種事務事業の取扱いについて

　町営バス有寿来号
　を含む

調整の内容

事務事業・制度名 担当専門部会名等

事務事業名の名称等
伊　　方　　町 瀬　　戸　　町 三　　崎　　町

現　況　や　課　題　等

(有寿来



）

修学旅行助成事業 ○小学校 ○小学校 ○小学校 ・新町において調整する。

・保護者負担　　３１,６００円 ・保護者負担　　２８,６００円 ・保護者負担　　２６,３１０円

・町助成額　 　　 ７,０００円 ・町助成額　　　  ９,０００円 ・町助成額　　　１０,０００円

○中学校 ○中学校 ○中学校

・保護者負担　　６２,１００円程度 ・保護者負担　　４７,０００円程度 ・保護者負担　　５３,５７０円程度

・町助成額　   　 １２,０００円 ・町助成額　　 　１５,０００円 ・町助成額　　　１５,０００円

臨時教諭等措置事業 事業の目的 ※未実施 ※未実施 ・伊方町の現行制度を新町に引き継ぎ、不均衡が

・教員定数内で補いきれない教科指導を 生じないよう、新町において調整する。

確保するため、県・町費の非常勤講師を

委嘱し、教科指導の充実を図る。

概要

・町内１小学校で教科指導にあたる講師

英語講師　　１人　（県設置）

・町内中学校で教科指導にあたる講師。

英語講師　　２人

数学講師　　２人

ALT派遣事業 事業の目的 事業の目的 事業の目的 ・現行どおり新町に引き継ぐ。

・これまでの注入型授業から課題解決型へ ・これまでの注入型授業から課題解決型へ ・これまでの注入型授業から課題解決型へ

の授業改善を図り、もって異文化にふれ の授業改善を図り、もって異文化にふれ の授業改善を図り、もって異文化にふれ

国際理解を深めるため、英語圏からの 国際理解を深めるため、英語圏からの 国際理解を深めるため、英語圏からの

語学指導者を雇用し、小中学校等へ派遣 語学指導者を雇用し、小中学校等へ派遣 語学指導者を雇用し、小中学校等へ派遣

する。 する。 する。

雇用者数　　　　　１名 雇用者数　　　　　１名 雇用者数　　　　　１名

　

現　況　や　課　題　等
事務事業名の名称等 具体的な調整方法

伊　　方　　町 瀬　　戸　　町 三　　崎　　町

文教部会学校教育関係事務及び事業

協議項目（番号）

平成 １５ 年 ９ 月 ２９ 日伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会　項目別調整内容 幹事会承認 平成 １５ 年 ９ 月 ２２ 日 合併協議会提案

　各種事務事業の取扱いについて 学校教育事業関 係 項 目

事務事業・制度名 担当専門部会名等

（項目 ＮＯ.２２－ ④



）

教員住宅 ・教員住宅の状況 ・教員住宅の状況 ・教員住宅の状況 ・現行のまま新町に引き継ぐ。

住宅使用料については、現行どおりとする。

二見教職員住宅

いじめ問題等対策協議会 事業の目的 ※未組織 ※未組織 ・合併時に伊方町の制度に統合する。

　 　 ・すべての子どもたちが、心身共に健全に ※活動は瀬戸町補導会の活動の中で展開 ※活動は三崎町補導会の活動の中で展開 　

　 　 育つため、学校家庭及び地域社会の関係 　 　 　

　 　 者が一体となって連携を密にし、いじめ 　 　 　

　 　 根絶のための活動を推進する。 　 　 　

　 事業内容 　 　 　

　 　 ・いじめ問題に関わる情報交換 　 　 　

　 　 ・いじめ根絶のための対策と実践 　 　 　

　 　 ・委員は関係機関から２９名で構成 　 　 　

　 　 ・会議は年２回開催を原則とする。 　 　 　

小児生活習慣病予防 小児生活習慣病予防対策委員会の設置 ※未実施 ※未実施 ・伊方町の制度を、現行どおり新町に引き継ぐ。

対策事業 　 ・児童生徒の生活習慣病の予防と健康の 　 　 　

　 　 増進を図るため対策委員会を設置 　 　 　

　 　 ・学識経験者、行政関係者等委員２０人 　 　 　

　 　 以内で構成 　 　 　

　 　 ・活動内容 　 　 　

　 　 小児生活習慣病予防検査や啓発活動等 　 　 　

名称 戸数 使用料／月

事務事業・制度名

事務事業名の名称等

担当専門部会名等

（項目 ＮＯ.２２－ ④

学校教育関係事務及び事業 文教部会

平成 １５ 年 ９ 月 ２９ 日伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会　項目別調整内容 幹事会承認 平成 １５ 年 ９ 月 ２２ 日 合併協議会提案

協議項目（番号） 　各種事務事業の取扱いについて 学校教育事業関 係 項 目

具体的な調整方法
伊　　方　　町 瀬　　戸　　町 三　　崎　　町

現　況　や　課　題　等

４戸

１１,０００円

１戸 １１,０００円

４ＤＫ１戸 １５,０００円

１１,０００円

４戸 １１,０００円

豊之浦教員住宅

九町教職員住宅

〃

〃

伊方中教員住宅

３ＤＫ２戸 １３,０００円

２ＤＫ１戸

使用料／月

６戸 世帯用三机教職員住宅

名称 戸数

塩成教職員住宅 ６戸 　１３,５００円

川之浜教員住宅 ６戸 単身用
　７,０００円

　 　 　

各 ２,５００円

世帯用６戸 １３,０００円

   〃   （Ｃ棟） 単身用６戸 １０,０００円

正野・与侈等 １戸×４所

串

単身用４戸

三崎（Ａ棟） 世帯用４戸

　 　 　

〃

   〃   （Ｂ棟）大久教員住宅 ６戸

二名津教員住宅

単身用４戸 ９,０００円

戸数 使用料／月

世帯用８戸 １５,０００円

１０,０００円

１５,０００円

名称




